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Tax Analysis 
 

変化し続ける国際環境− 

知的財産権の管理・計画に関する
留意点 
 
知的財産権は企業価値の不可欠な要素であり、その管理と計画は非常に重要である。
特に、経済協力開発機構（以下「OECD」）/G20が主導する「税源浸食と利益移転
（以下「BEPS」）」プロジェクトをはじめとする世界的な税制改革に伴い、多くの企業の
税務担当者は、企業の価値創造と従業員の強化を共に実現した上で、企業の所在する
課税管轄地の政府から提供される税制優遇措置を享受する方法を模索している。そのた
め、知的財産権の管理・計画の重要性と緊急性は更に高まっている。OECD による第 2
の柱の進捗・米国の税制改革やバイデン大統領就任後に推進される可能性のある税制
改正・デジタルトランスフォーメーション・M&A後の知的財産権の統合などにより、企業は無
形資産の創出・開発・取得・移転・処分を税務の観点から見直すことが迫られている。 
 
中国政府は、企業の中国における研究開発活動の展開及び知的財産権の保有を促進
することを目的として、研究開発費の追加控除税制及びハイテク企業（HNTE）向けの
優遇措置など、さまざまな税制上の優遇政策を打ち出した。多くの企業はこのような税制
上の優遇政策を享受するために、中国国内で知的財産権を保有している。一方、一部の
企業（特に多国籍企業）は、グループ全体の実効税率（ETR）の低減と株主利益最
大化を図るために、低税率又はゼロ税率の国・地域にオフショア企業を設立し、知的財産
権を保有させるようプランニングしている。 
 
OECDによる BEPS プロジェクトの推進、近年の租税透明性向上のための一連の政策の
公布、及び価値創造と商業的実質の合致を要求するルールの確立に伴い、タックスヘイブ
ンでは「経済的実質ルール」が制定された。経済的実質ルールにより、タックスヘイブンに設
立された事業体が 1つ又は複数の「関連活動」を行っている場合、それに見合う経済的実
質の維持が求められる。知的財産権の保有は、上述の「関連活動」に含まれる。 
 
知的財産権の開発（Development）・改良（Enhancement）・維持
（Maintenance）・保護（Protection）・使用（Exploitation）（いわゆる
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地によって免税適用を受けられるか否かなどが挙げられる。近年、一部の国において、知的財産権の譲渡を対象とする課税管轄権の
域外適用（いわゆる「extraterritorial tax」）が発生している。これは、企業が知的財産権の譲渡を行う場合、又は知的財産権の持
株会社の所在地選択に際して考慮すべき要素である。 

 

「DEMPE」）の観点から、タックスヘイブンでは DEMPE機能に見合う経済的実質を確
立し維持することが難しいため、ケイマン諸島・英領バージン諸島・バミューダなどのタックスヘ
イブンの外へ知的財産権を移転させることを検討する企業が増えてきている。知的財産権
の移転には複雑な税務問題が伴うことが多く、本 Tax Analysisでは、税務上の考慮、
法律制度、及び国際的な税制改革の視点から、知的財産権を管理する上での留意点に
ついて分析する。 
 
 
1. 税務上の考慮 
 
• 知的財産権を保有する企業の課税管轄地における所得税、及び所得源泉地国にお
ける源泉徴収 
 
知的財産権を保有する企業が課税管轄地を選択する際に、ロイヤルティの受領につい
て租税条約による優遇税率の適用を求めるため、課税管轄地における所得税率、及
び所得源泉地国との間に広い租税条約ネットワークが確立されているか否かについて
考慮する必要がある。また、課税管轄地における税制上の優遇政策や特定の税制
（例：オフショア向けの優遇政策など）は、企業が知的財産権の現地保有を選択す
るための重要な判断材料となる。ただし、企業は、その優遇政策又は特定の税制が
BEPS行動 5に定義された「有害税制」又は「潜在的な有害税制」に該当するか否
かについても考慮しなければならない。 

 
• DEMPE機能を担う企業 

 
BEPS後において、移転価格の観点から、企業は自身が担う DEMPE関連の機能・
リスクに見合う価値の創造を確保することで、適正利益の取得を保証する必要があ
る。知的財産権を保有する企業は、知的財産権関係の DEMPE機能を担うことがで
きるが、グループ内のその他の企業がその一部を担う場合、当該企業もそれに見合う利
益を取得する必要がある。 
 

• 知的財産権の外部購入に関する損金算入や償却による ETRへの影響 
 
知的財産権の価値は往々に高いことを考慮すると、知的財産権を外部から購入する
場合、企業は購入コストの損金算入に関するルール（例：償却年数に関する規定）
について考慮する必要がある。これは、 ETRに一定の影響を及ぼすことが想定される。 
 

• 知的財産権の地域別管理 
 
知的財産権は地域性を有するため、企業は、オンショア持株会社とオフショア持株会
社に知的財産権を保有させ、個別に管理することができる。これにより、知的財産権を
より厳密に管理・計画し、不必要なクロスボーダー支払と所得税の源泉徴収を削減す
ることが可能となる。また、各グループ会社における知的財産権の保有状況と事業活
動を一致させることで、現地における税制上の優遇政策を最大限に享受するとともに、
将来において企業再編を行う場合の柔軟性を確保することができる。 

 
• 知的財産権の譲渡に係る税務コスト 

 
知的財産権を保有する企業が知的財産権を譲渡する際、課税管轄地の税法に定め
られた「負担すべき税務コスト」について考慮する必要がある。考慮すべき事項の例とし
て、課税管轄地において、譲渡所得又はキャピタル・ゲインに対し、比較的低い税率で
徴税されるか否か、免税を適用できるか否か、所得の源泉 
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2. 知的財産権の保護に関する法令・規定及びルールに対する考量 
 
知的財産権は往々として企業価値の中核を構成するものである。物理的な実体を有し、盗難される可能性の低い有形資産とは異なり、
知的財産権は、無断で不正利用されやすい。企業は自社の核となる資産を保護し、必要に応じて適切な法的措置を取る。従って、知的
財産の所有権の登録地を選択する際、企業は、その国・地域において、知的財産権の保護に関する健全な法律・規定及びルールが確立
されているか否かについて考慮する必要がある。 
 
3. 変化し続ける国際課税ルールによる潜在的な影響 
 
G20/OECDは、第 2の柱に関するブループリント報告書において、多国籍企業グループの利益に対して最低税率によるミニマム課税を確
保するための複数の国際課税ルールを提案した。第 2の柱の関連ルールは、地域別源泉課税制度を採用する課税管轄地、又は税率の
比較的低い課税管轄地に大きな影響を与える可能性がある。現在、これらの課税管轄地の優遇税制を享受している企業は、大きな影
響を受けることが予想される。企業の税務担当者は、第 2の柱の動向に留意し、将来の変化に対応するための柔軟な企業構造を維持す
る必要がある。なお、第 2の柱についての詳しい分析は、URLを参照のこと。 
 
新型コロナウィルスの感染拡大は、企業の業務展開におけるデジタル化への依存を大きく加速させた。同時に、「加速するデジタル化が企
業の従来の業務に影響を及ぼすか否か。及びそれに伴い、既存の核となる知的財産権にまで影響が及ぶか否か。知的財産権の新規取
得に繋がるか否か。」との疑問点も生じた。EU諸国は、租税回避指令 ATADII（EU域外の課税管轄地とのハイブリッド・ミスマッチ・アレ
ンジメントの排除に焦点を当てるもの）の開発に取り組んでいる。企業は、新たな国際課税ルールの変化、及び自身の業務展開を踏まえ
た上で、知的財産権の保有に関するアレンジメントを定期的に見直すことが推奨される。また、知的財産権の保有に際して、⻑期間に変
化が生じないアレンジメントを維持できなくなる可能性も想定される。従って、企業はこのような環境の変化に備えることが推奨される。 
 
まとめ 
 
⻑期的な観点から、変化し続けている世界の経済・租税環境は、知的財産権の管理・計画に不確実性要素と新しいチャレンジをもたらす
中、リスクとチャンスに積極的に対応していくことが重要である。企業は、現段階で入手可能な情報と自社の業務に基づき、短期的・中期
的対応策を立てることが推奨される。その例として、以下の事項が挙げられる。 

• 知的財産権の保有に関するアレンジメントが短期的・中期的に継続可能であること 
• 企業の業務展開に適していること 
• ⻑期的視点から調整・変更するための⼀定の柔軟性を有すること 

留意点として、BEPS後において、各国の税務当局が国別報告書を通じて納税者の収入と納税の状況、特に知的財産権の保有による
利益をより透明かつ正確に取得することが挙げられる。企業が知的財産権を管理・計画する際に、柔軟性を確保する必要がある。同時に、
知的財産の保有に関するアレンジメントの変更に際して、税務コストの削減と事業継続性の維持に加えて、税務当局による調査の回避又
は適切な対応のため、知的財産権の商業的実質と価値創造との一致性を確保しなければならない。 
  
より詳しい情報、弊所からのサポート、又は知的財産権構造の管理・計画に関する分析をご希望の場合には、弊所の専門家にご連絡くだ
さい。 
 
デロイトは「Global Tax System Reshaping 2.0 Series」を通じて、グローバル税制の重大な変革に関する最新情報、及び多国籍企業
への潜在的な影響に関する分析を提供しております。より詳しい情報をご希望の場合には、お気軽にご連絡ください。 
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